
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
九
日
提
出

質
問
第
一
三
六
号

全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
元
事
務
局
長
に
対
す
る
外
務
省
欧
州
局
の
情
報
提
供
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意

書
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全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
元
事
務
局
長
に
対
す
る
外
務
省
欧
州
局
の
情
報
提
供
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意

書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
十
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
二
十
一
日
付
で
答
弁
書

を
受
領
し
（
以
下
、
「
第
一
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
、
更
に
同
年
同
月
二
十
三
日
に
再
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら

同
年
三
月
三
日
に
答
弁
書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
第
二
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
更
に
追
加
質
問

す
る
。

一

「
第
一
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
平
成
十
七
年
初
め
、
元
外
務
大
臣
（
当
時
衆
議
院
議
員
）
か
ら
外
務
省
欧

州
局
長
に
対
し
、
電
話
に
よ
り
、
全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
関
係
者
が
外
務
省
を
訪
問
し
た
い
と
の
意
向
を
有
し
て
い
る

旨
の
連
絡
（
以
下
「
本
件
連
絡
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
「
本
件
連
絡
」
を

働
き
か
け
た
元
外
務
大
臣
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
本
件
連
絡
」
を
受
け
た
当
時
の
外
務
省
欧
州
局
長
の

氏
名
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
本
件
連
絡
」
の
際
に
、
元
外
務
大
臣
は
外
務
省
欧
州
局
長
に
関
秀
雄
氏
が
外
務
省
を
訪
問
す
る
意
向
を
有
し
て
い
る
旨

伝
え
た
か
。

一



三

「
本
件
連
絡
」
を
受
け
た
際
に
外
務
省
欧
州
局
長
が
記
録
を
作
成
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り

外
務
省
に
不
都
合
が
生
じ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
か
ら
か
。

四

全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
関
係
者
が
外
務
省
を
訪
問
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
外
務
省
側
で
は
誰
が
対
応

し
た
か
。
そ
の
際
に
担
当
官
が
同
席
し
た
か
。
外
務
省
関
係
者
が
記
録
を
作
成
し
た
か
。
作
成
し
た
記
録
は
現
在
も
保
存
さ

れ
て
い
る
か
。

五

全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
関
係
者
が
外
務
省
を
訪
問
し
た
後
、
外
務
省
欧
州
局
長
が
元
外
務
大
臣
に
結
果
を
報
告
し
た

と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

六

「
第
二
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
外
務
省
に
お
け
る
文
書
の
作
成
、
保
存
等
は
、
外
務
省
文
書
管
理
規
則

（
平
成
十
六
年
外
務
省
訓
令
第
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
文
書
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
連
絡
（
以
下
「
本
件
連

絡
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
た
め
、
記
録
を
作
成
し
て
い
な

い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

外
務
省
文
書
管
理
規
則
第
五
条
は
、
「
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
外
務
省
の
意
思
決
定
に
当
た
っ
て
は
文
書
（
図
画
及

二



び
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
て
行
う
こ
と
並
び
に
外
務
省
の
事
務
及
び
事
業
の
実
績
に
つ
い
て
文
書

を
作
成
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
後
に
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
�
）
意
思
決
定
と
同
時
に
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
（
�
）
処
理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る

場
合
」
と
規
定
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
「
外
務
省
の
事
務
及
び
事
業
の
実
績
に
つ
い
て
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
原
則

と
す
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
務
省
が
「
本
件
連
絡
」
に
つ
い
て
は
、
記
録
に
残
さ
な
い
と
い
う
例
外
に
す
る
と
い
う
判
断

の
根
拠
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


